
鳥取県立高等学校ＩＣＴ支援員派遣業務仕様書 

 

１ 目的 

 本業務は、受注者が鳥取県立高等学校にＩＣＴ機器及び学習用ソフトウェアの活用等に精通した

技術者（以下「ＩＣＴ支援員」という。）を派遣し、生徒の所有するＩＣＴ機器の活用支援を行う

ほか、教員の授業内外におけるＩＣＴ機器を活用した教育活動を支援することで、教育におけるＩ

ＣＴ機器の効果的な活用を促すとともに、現状分析や課題の抽出を行い、発注者に報告することを

目的とする。 

 

２ 発注者 

この仕様書の発注者は、鳥取県教育委員会事務局高等学校課をいう。 

 

３ 業務期間 

 令和７年４月１日から令和８年３月２４日まで 

 

４ 業務内容等 

県内東部・中部・西部の各地区に１名以上のＩＣＴ支援員を配置し、学校を訪問して（１）の表

の業務を行う。 

（１）ＩＣＴ支援員の業務内容 

業務場所は、５に記載の学校所在地を基本とするが、学校の求めに応じて、近隣の施設等の場合

もある。業務は１回の訪問につき４．５時間程度とし、移動時間、業務に必要な資料作成の時間等

はこれに含まない。なお、ＩＣＴ支援員の学校への年間訪問総時間は５，１８４時間とし、各学校

への訪問回数については、発注者と協議を行うこと。 

項番 内容 支援対象 

１ 新規ＩＣＴ機器の導入における作業等の支援 教員/生徒 

２ 
授業等の学校教育活動におけるＩＣＴ機器の操作支援、ソフトウェアの操

作支援及びＷｉ－Ｆｉ等ハードウェア機器の接続支援 
教員/生徒 

３ 教材作成支援、授業計画支援 教員 

４ 授業等開始前のＩＣＴ環境及びソフトウェアの準備支援 教員/生徒 

５ 
授業改善や自宅学習に役立つ情報及び教材をとっとり教育ポータルサイ

ト等へ掲載するための支援 
教員 

６ 
授業等以外の公務で教員が使用するＩＣＴ機器の操作支援、ソフトウェア

の操作支援及びＷｉ－Ｆｉ等ハードウェア機器の接続支援 
教員 

７ 
学校の求めに応じ、学習活動または公務等における効果的なＩＣＴ活用を

目的とした校内研修 
教員 

８ 

学校管理者による各種管理作業の操作支援（管理コンソール等によるユー

ザーＩＤ／パスワードの登録・変更・削除等のユーザー管理、アプリケー

ションの追加・変更・削除等） 

教員 

９ Ｗｅｂフィルタリングのカテゴリ追加・変更・削除支援 教員 

10 
ソフトウェアの運用及び年次更新作業、学習用端末のエンロール作業等の

支援 
教員 

11 学校のホームページ等の更新、改善にかかる多角的、俯瞰的視点での支援 教員 

12 
発注者への業務実績報告書の作成・提出と当該報告書に関する質疑等 

（質疑等は、テレビ会議システムによる方法も可能とする。） 
発注者 

 

（２）業務対象日 

 業務に従事する日は原則として日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律



第１７８号）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除く日のうち、

あらかじめ学校と打ち合わせた日時とする。 

（３）業務時間 

 業務時間は、原則として午前９時から午後５時までの時間帯において、あらかじめ各学校又は

発注者と打ち合わせた時間とする。 

 なお、当該業務時間内において各学校から電話等による問い合わせがあった場合は、随時、対

応すること。 

 また、ＩＣＴ支援員は、１日の業務時間が６時間を超えて８時間以下となる場合は４５分以上、

８時間超となる場合は６０分以上の休憩時間をとること。この場合において、休憩時間は本業務

の実績時間に含まないものとする。 

 

５ 地区別学校一覧 

地区  学校名 業務場所（学校所在地） 

東部 

１ 鳥取東高等学校 鳥取市立川町五丁目２１０ 

２ 鳥取西高等学校 鳥取市東町二丁目１１２ 

３ 鳥取商業高等学校 鳥取市湖山町北二丁目４０１ 

４ 鳥取工業高等学校 鳥取市生山１１１ 

５ 鳥取湖陵高等学校 鳥取市湖山町北三丁目２５０ 

６ 鳥取緑風高等学校 鳥取市湖山町南三丁目８４８ 

７ 青谷高等学校 鳥取市青谷町青谷２９１２ 

８ 岩美高等学校 岩美郡岩美町浦富７０８－２ 

９ 八頭高等学校 八頭郡八頭町久能寺７２５ 

10 智頭農林高等学校 八頭郡智頭町智頭７１１－１ 

中部 

11 倉吉東高等学校 倉吉市下田中町８０１ 

12 倉吉西高等学校 倉吉市秋喜２０ 

13 倉吉農業高等学校 倉吉市大谷１６６ 

14 倉吉総合産業高等学校 倉吉市小田２０４－５ 

15 鳥取中央育英高等学校 東伯郡北栄町由良宿２９１－１ 

西部 

16 米子東高等学校 米子市勝田町１ 

17 米子西高等学校 米子市大谷町２００ 

18 米子高等学校 米子市橋本３０－１ 

19 米子南高等学校 米子市長砂町２１６ 

20 米子工業高等学校 米子市博労町四丁目２２０ 

21 米子白鳳高等学校 米子市淀江町福岡２４ 

22 境高等学校 境港市上道町３０３０ 

23 境港総合技術高等学校 境港市竹内町９２５ 

24 日野高等学校 日野郡日野町根雨３１０ 

 

６ 業務従事者 

（１）技術責任者 

 受注者は、本業務の実施に当たって、（２）のＩＣＴ支援員の監督及び本業務の技術的指導を

行うことができる者を本業務の技術責任者として１名以上配置し、必要に応じてＩＣＴ支援員の

業務支援を行うとともに、各ＩＣＴ支援員からの報告を受けて、各学校に参考となるような事項

（トラブル対応、活用事例等）を取りまとめ、報告書やデータベース等を作成するなどして各学

校への参考に共有できるようにすること。 

 なお、技術責任者はＩＣＴ支援員を兼務することは差支えないものとする。 

 また、技術責任者は以下の条件の全てを満たす者であること。 



ア 過去にＩＴ技術者として通算３年以上勤務（受注者以外の企業等での勤務年数を含む。）

の経験がある者であること。 

イ 「ＩＣＴ支援員能力認定試験」又は「教育情報化コーディネータ３級以上」の認定を有す

る者であること。 

（２）ＩＣＴ支援員 

 受注者は、（１）の技術責任者の指示に従って本業務が遂行でき、以下の条件を全て満たす者

を配置すること。 

 なお、技術責任者がＩＣＴ支援員を兼ねる場合にあっても、以下の全ての条件を満たすもので

あること。 

ア 学校での授業におけるＩＣＴ活用方法等について、教員に対し具体的に提案及び支援がで

きる者であること。 

イ 教員及び生徒とのコミュニケーションが円滑に図ることができる者であること。 

ウ 「ＩＣＴ支援員能力認定試験」、「教育情報化コーディネータ３級以上」又は「Ｇｏｏｇ

ｌｅ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 認定教育者レベル１以上」のいずれか１つ以上の認定

を有する者であること。 

 

７ 業務の引継ぎ 

 受注者は、３の業務期間終了後、次年度も発注者が本業務を実施することとなった場合であって、

別の者が受注することとなった場合は、最低限、必要な事項において後任の受注者に引継ぎを行う

こととし、引継ぎに要する経費は、受注者の負担とする。 

 

８ 再委託の禁止 

 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

 

９ 秘密の保持 

（１）受注者は、本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らし、又は発注者の承認を受けな

いで資料等を第三者に閲覧させてはならない。 

（２）発注者は、受注者が（１）の規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者

に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（３）（１）及び（２）の規定は、本業務に係る業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 

 

１０ 個人情報の保護 

 受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報

の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 

 

１１ 調査等 

 発注者は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受注者に対して報

告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

 

１２ 業務実績報告 

 受注者は、訪問先の学校ごとに作成した別紙「業務実績報告書」及び必要に応じて作成した「業

務内容報告書（様式は任意）」により、毎月の業務実績を発注者に報告するものとする。 

 

１３ その他 

 業務に当たっては、鳥取県教育委員会ＧＩＧＡスクール運営支援センター及び学校対応システ

ムエンジニア等と連携を取りながら進めること。 

 この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と

受注者が協議して定めるものとする。 



個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益を

侵害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第

１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該業務に関し

て知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （目的外保有・利用の禁止） 

第３条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用

してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはな

らない。 

（再委託等の禁止） 

第５条 乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規

定する子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲

が書面により承諾した場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第

三者（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。この場合において、乙は、再委

託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。 

（個人情報の引渡し） 

第６条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものと

する。 

２ 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預か

る旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第７条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報（業務を行うために甲か

ら引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、又は複製してはなら

ない。 

（安全管理措置） 

第８条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該

個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の防止その他の当該個

人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第９条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあるこ

とを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲

に対し報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

（個人情報の返還等） 

第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返

還し、又は引き渡すものとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務

において利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。この場合において、

乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録

媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録

するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。 

（定期的報告） 

第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければなら

ない。第５条第１項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。 

（監査） 

第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、

又は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。）に対

して、実地における検査その他の監査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示を

することができる。 

（損害賠償） 

第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条

例（令和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、

甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由により、業務

において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた

損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償

に応じなければならない。 

（契約解除） 

第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定

の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとす

る。 

（死者情報の取扱い） 

第15条 乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規定する死

者情報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第２条から

前条までと同様とする。 

 

（注）甲は鳥取県、乙は受注者をいう。 


